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岡山市がん対策推進条例 目的

� 市、がんの予防又はがん医療に携わる者及び市
民の責務等を明らかにする

� 岡山市のがん対策の基本となる事項を定める

� 市、がんの予防又はがん医療に携わる者及び市
民の責務等を明らかにする

� 岡山市のがん対策の基本となる事項を定める

� 科学的知見に基づく適切ながん医療をすべての
市民が受けられるようにするための総合的な施策
を推進し、もって市民ががん患者となってもお互
いに支えあい、安心して暮らすことのできる地域
社会の実現に寄与することを目的とする

� 科学的知見に基づく適切ながん医療をすべての
市民が受けられるようにするための総合的な施策
を推進し、もって市民ががん患者となってもお互
いに支えあい、安心して暮らすことのできる地域
社会の実現に寄与することを目的とする
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岡山市がん対策推進委員会

� がん対策の推進に関する施策について、重要な
事項を調査審議する。

� がん対策の推進に関する施策の実施状況につ
いて、必要に応じて、調査し、及び市長に意見を
述べる。

� 委員２０人以内

� がん患者等で構成される団体を代表する者、
保健医療関係者、学識経験者、関係行政機関
の職員等


